
岬町告示第３号 

 

　町道路線の区域変更について 

 

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次の

ように変更する。 

　また、その関係図面は、同項及び道路法施行規則（昭和２７年建設省令第２５号）第２

条の規定により、令和８年１月６日から１４日間、岬町都市整備部土木課において、一般

の縦覧に供する。 

 

　　令和８年１月６日 

 

岬町長　田　代　　堯 

 

 

路線番号 路線名

旧　起点 

終点

敷地の幅員（ｍ） 敷地の延長（ｍ）
 

新　起点 

終点

 

０００７ 西畑線

多奈川西畑６９６ 

多奈川西畑７８６
２．７０～１４．８０ ６８３．４

 
多奈川西畑６９６ 

多奈川西畑７８６
８．３０～１９．１５ ７５０．０


